
（1）令和４年９月１日 みどり青申

「電子取引データ」の電子保存が義務化されます！
データでやり取りする請求書・領収書・契約書・見積書などの「電子取引データ」は、
令和6年1月より、要件に従った電子保存が義務化されます！ 電子帳簿等保存制度

特設サイト（国税庁）

電子取引データを送付・受領した場合は、紙にプリントアウトして保存する。

電子取引データを送付・受領した場合は、

改ざん防止のための措置をとり、
　（現実的な対応として
　「改ざん防止のための事務処理規程」を定めて守る）

「索引簿」「ファイル名」（国税庁より）

検索できるような「索引簿」や「規則的なファイル名」って？ 

　　

　　
ディスプレイ等を備え付けて、電子データのまま、保存する。
　※別途同一内容の書面を送付・受領する場合で、書面を正本とするときの電子保存は不要です。
　※２年前の売上が 1,000 万円以下で、税務調査でデータのダウンロードの求めに応じることができる場合には、
　　②の検索機能の確保は不要です。

　　
「日付・金額・取引先」で検索できるようにして、
　（「表計算ソフト等で索引簿」を作成するか、

　「規則的なファイル名」を付す）

義務化前（令和 5年 12月 31日まで）

義務化後（令和 6年 1月 1日から）

電子メール、ペーパーレス FAX
インターネット
（Amazon、楽天、ショッピングなど）

クラウドサービス
（キャッシュレス取引など）

EDI 取引

・請求書、領収書、契約書、見積書などのデータ（PDFファイル等）
・ホームページからダウンロードした上記データ
・ホームページ上でのみ表示される上記スクリーンショットデータ

・サービスで授受した電子請求書や電子領収書など
・クレジットカードの利用明細データ（と個々の取引データ）
・交通系 ICカードの支払データ・スマホアプリやQRコード決済のデータ

・特定の取引について受発注を行うシステム上の取引データ
・インターネットバンキングによる取引情報（入金・振込等）

電子取引データの一例

※詳細は11月下旬頃、制度の説明会開催を予定しています。

保存すべき電子取引データは？

「改ざん防止のための事務処理規程」って？
（サムネイル表示）

規程のひな形は
こちら

（国税庁より）
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　（現実的な対応として

あおいろくん
第91号

「電子取引データ」の電子保存が義務化されます！
消費税インボイス制度解説シリーズ第2・3回
（事前の登録申請、売上先への周知）

「電子取引データ」の電子保存が義務化されます！「電子取引データ」の電子保存が義務化されます！「電子取引データ」の電子保存が義務化されます！「電子取引データ」の電子保存が義務化されます！
9 月号のトピックは… このような記帳などのご相談は9月15日まで

9月16日～決算書作成準備相談会開催！
当会移転先の事務所を探しています！
青年部IT研修会、女性部ハーバリウム作り事前告知



（2） 令和４年９月１日みどり青申

解説シリーズ
第２回

みどり青色申告会主催「インボイス制度説明会」
会員限定！定員となり次第、受付終了（11/25 Zoomでの参加を除く）
　  9月15日（木） 午後1時30分～ 4時00分（JA横浜田奈支店会議室）
　10月20日（木） 午後3時30分～ 5時30分（中山地区センター）
　11月25日（金） 午後2時00分～ 4時00分（ハウスクエア横浜）

追
　加

・疑問点、不明点がはっきりしてよかった。

・消費税申告について知識が全くゼロの状態だったが、少し理解できた。

・講師の方の説明がとても分かりやすかった。
  今後も説明会の機会があれば参加したい。

インボイス制度説明会
チラシQR

11/25 は
Zoom可

WEB
予約可

説明会
参加者の声

STEP2  事前の登録申請

STEP1  まず登録の判断
5月号

9月号
STEP3  売上先への周知
9月号
STEP4  支払先の登録状況の
           確認と会計帳簿の整備 11月号
掲載予定

STEP4  支払先の登録状況の
            確認と会計帳簿の整備

「事前の登録申請」STEP２

事務局では皆さんの登録申請を個別にサポートしています！

登録はマイナンバーカードを利用した
e-Tax 申請がオススメ！

令和5年10月からの制度の開始に伴い、事業者がインボイスを交付するためには、税務署へ
発行事業者としての登録申請を行う必要があります。
（制度開始と同時に登録する場合には、令和5年3月31日までの申請が必要です。）

（確定申告時期が近付く時期の対応は難しいことから、当会での申請を希望される方は、
 令和4年9月末日までの申請にご協力ください。皆さん、続々と申請されています。）

質問形式で、入力漏れなどの心配がないスムー
ズな申請が出来ます！（「インボイス登録セン
ター」への書面郵送による登録も可能です。）
※ 請求書やレシートに「屋号（お店の名前）」を記載し
ている方は、公表事項である氏名と登録番号に加
え、“公表申出書”により同時に屋号等の公表も検
討しましょう！（売上先が「公表サイト」で確認す
る際に、あなたの番号であることを確認しやすく
なります。）

※ 登録を受けている間は基準期間の課税売上高が
1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要と
なります（事業者免税点制度の適用はありません）。

〈 登録申請書イメージ 〉

〈 （屋号等）公表申出書イメージ 〉
【登録したら確認を！】▶

適格請求書発行事業者の皆様へ（国税庁）

↓ 個人番号の記載にあたっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

住 所 又 は 居 所
( 法 人 の 場 合 )
本 店 又 は
主 た る 事 務 所
の 所 在 地

（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）

（ フ リ ガ ナ ）

納 税 地

（〒　　　－　　　　）

（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）

令和５年３月31日（特定期間の判定により課税事業者となる場合は令和５年６月30日）までにこの申請書を提出
した場合は、原則として令和５年10月１日に登録されます。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

入 力 処 理 　　年　　月　　日
番号
確認

身元
確認

□ 済
□ 未済

確認
書類

個人番号カード／通知カード・運転免許証
その他（　　　　　　　　　　　　　　）

令和５年３月 31日（特定期間の
判定により課税事業者となる場
合は令和５年６月 30日）までに
この申請書を提出することができ
なかったことにつき困難な事情
がある場合は、その困難な事情

（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）

※
税
務
署
処
理
欄

整理 
番号

部門
番号

登 録 番 号 Ｔ

申 請年 月日 　　年　　月　　日
通 信 日 付 印

税 理 士 署 名

確
認　　年　　月　　日

氏 名 又 は 名 称

     　３　この申請書を提出するときは、「適格請求書発行事業者の登録申請書（次葉）」を併せて提出してください。

     　２　税務署処理欄は、記載しないでください。

 注意　１　記載要領等に留意の上、記載してください。

※ 次葉「登録要件の確認」欄を記載してください。また、免税事業者に該当する場合には、次葉「免税
事業者の確認」欄も記載してください（詳しくは記載要領等をご確認ください。）。□□□□□□□□

□　課税事業者　　　　　　　□　免税事業者

この申請書を提出する時点において、該当する事業者の区分に応じ、□にレ印を付してください。□□

事 業 者 区 分

( 法 人 の 場 合 )
代 表 者 氏 名

 　　　　 税務署長殿

法 人 番 号

下記のとおり、適格請求書発行事業者としての登録を受けたいので、所得税法等の一部を改正する法律
（平成28年法律第15号）第５条の規定による改正後の消費税法第57条の２第２項の規定により申請します。

※ 当該申請書は、所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第15号）附則第44条第１項の規定に
より令和５年９月30日以前に提出するものです。□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

（ フ リ ガ ナ ）

（ フ リ ガ ナ ）

第１－(1)号様式

□□□□□□適格請求書発行事業者の登録申請書□□□□□□

【１／２】収受印

申

請

者

（ フ リ ガ ナ ）
令和　　年　　月　　日

（〒　　　－　　　　）
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この申請書に記載した次の事項（ 印欄）は、適格請求書発行事業者登録簿に登載されるとともに、国税庁ホームページで
公表されます。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
１ 申請者の氏名又は名称 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
２ 法人（人格のない社団等を除く。）にあっては、本店又は主たる事務所の所在地 □□□□□□□□□□□□□□□□□□

なお、上記１及び２のほか、登録番号及び登録年月日が公表されます。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
また、常用漢字等を使用して公表しますので、申請書に記載した文字と公表される文字とが異なる場合があります。 □□□

※

国内事業者用

※（法人の場合のみ公表されます）

※

     　３　この申請書を提出するときは、「適格請求書発行事業者の登録申請書（次葉）」を併せて提出してください。
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行事業者登録簿に登載されるととも

を受けたいので、所得税法等の一部を改正する法律
費税法第57条の２第２項の規定により申請します。
（平成28年法律第15号）附則第44条第１項の規定に
□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

なる場合は令和５年６月30日）までにこの申請書を提出
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

て、該当する事業者の区分に応じ、□にレ印を付してください。□□

載してください。また、免税事業者に該当する場合には、次葉「免税
さい（詳しくは記載要領等をご確認ください。）。□□□□□□□□

□　課税事業者　　　　　　　□　免税事業者

（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）

確
認

通 信 日 付 印

　　年　　月　　日
　　年　　月　　日

個人番号カード／通知カード・運転免許証
その他（　　　　　　　　　　　　　　）

確認
書類□ 済

□ 未済
身元
確認

に、国税庁ホームページで
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

たる事務所の所在地 □□□□□□□□□□□□□□□□□□
れます。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
た文字と公表される文字とが異なる場合があります。 □□□

今なら9月末までのマイナンバーカード
取得申請とポイント申込みで、
最大20,000円相当が貰える！
マイナポイント第２弾

今なら手軽に！ケータイショップでカード申請！
回線契約がなくても、①手ぶらで②丁寧な案内
③最短10分で完了!
（マイナポイント20,000円の手続きも可能です。）（リーフレットQR） （カード申請QR）

　制度の開始に向けて、支払先へインボイスの登録意向（又は登録内容）の確認が必要にな
ります。支払先がインボイス発行事業者としての登録をせず、インボイスの交付を受けられな
い場合には、その分の仕入税額控除が十分に行えないことになり、税負担が増加してしまいます。
（詳しくは次号でご紹介）
支払先への制度周知や対応が難しい場合には、売上げに係る消費税額を基礎として仕入税額

控除を行い、支払先からのインボイスの保存が不要となる計算方法「簡易課税」の選択も検討
してください。
（当初より令和5年分が課税事業者である方の選択届出の期限は、令和4年12月31日です。）

　インボイス制度は大きな制度改正です。支払先など、お近くでインボイス対応・記帳・決算などで
お困りの個人事業者の方がおられましたら、是非、当会をご紹介ください。（ご紹介特典あり）

～ 消費税の計算方法が一般課税の方へ（簡易課税の選択をしていない方へ） ～

「売上先への周知」STEP３

■ 登録後、しばらくするとお手元に「登録通知書」が届きま
す。各事業者はインボイス対応を急ぎ進めている最中ですの
で、売上先へ「登録通知書の写し」を送付するなどし、登録が
完了したことを早めに知らせておきましょう。
（お店であればその旨を店内掲示で周知するのも有効です。）

※ 通知書は再発行されませんので、大切に保管しましょう。
※ 電子データでの通知を希望した方は書面での通知はされ
ません。
「メッセージボックス（国税）」から確認を行ってください。
（事務局で登録申請を行った方へは、お手元の確認が難し
い場合も多いことから書面での通知を推奨しております。）

■ インボイス発行事業者として登録された情報（個人事業者
の場合、氏名・登録番号など）は「国税庁適格請求書発行事業
者公表サイト」に公表されます。ご自身や、（一般課税の方は）
支払先の登録番号を入力して、状況を確認してみましょう。

※入力した登録番号が存在する場合のみ、氏名などが表示さ
　れます。

〈 登録通知書イメージ 〉

【国税庁適格請求書発行事業者公表サイト】▶

7

氏名 国税 太郎

令和 5年10月 1日

T3-1234-5678-9123

あなたから令和３年10月１日付で提出された適格請求書発行事業者の登録申請に基づき、

以下の通り登録しましたので、通知します。

以下余白

国税 太郎 殿

１００－００１３

東京都千代田区霞が関３－１－１

東局イ特 第 1 号

3 11 1

税務署 一郎

麹町 税務署長

財務事務官

< 登録通知データの表示イメージ >

登録番号

登録年月日

代表者
氏 名

氏 名

納税地 令和 3 年 11 月 1 日

適 格 請 求 書 発 行事業 者 の 登 録 通 知書

表示データは、PDF形式で保存することができます。

～ 登録通知データの表示 ～
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            確認と会計帳簿の整備

「事前の登録申請」STEP２

事務局では皆さんの登録申請を個別にサポートしています！

登録はマイナンバーカードを利用した
e-Tax 申請がオススメ！

令和5年10月からの制度の開始に伴い、事業者がインボイスを交付するためには、税務署へ
発行事業者としての登録申請を行う必要があります。
（制度開始と同時に登録する場合には、令和5年3月31日までの申請が必要です。）

（確定申告時期が近付く時期の対応は難しいことから、当会での申請を希望される方は、
 令和4年9月末日までの申請にご協力ください。皆さん、続々と申請されています。）

質問形式で、入力漏れなどの心配がないスムー
ズな申請が出来ます！（「インボイス登録セン
ター」への書面郵送による登録も可能です。）
※ 請求書やレシートに「屋号（お店の名前）」を記載し
ている方は、公表事項である氏名と登録番号に加
え、“公表申出書”により同時に屋号等の公表も検
討しましょう！（売上先が「公表サイト」で確認す
る際に、あなたの番号であることを確認しやすく
なります。）

※ 登録を受けている間は基準期間の課税売上高が
1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要と
なります（事業者免税点制度の適用はありません）。

〈 登録申請書イメージ 〉

〈 （屋号等）公表申出書イメージ 〉
【登録したら確認を！】▶

適格請求書発行事業者の皆様へ（国税庁）

↓ 個人番号の記載にあたっては、左端を空欄とし、ここから記載してください。

住 所 又 は 居 所
( 法 人 の 場 合 )
本 店 又 は
主 た る 事 務 所
の 所 在 地

（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）

（ フ リ ガ ナ ）

納 税 地

（〒　　　－　　　　）

（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）

令和５年３月31日（特定期間の判定により課税事業者となる場合は令和５年６月30日）までにこの申請書を提出
した場合は、原則として令和５年10月１日に登録されます。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

入 力 処 理 　　年　　月　　日
番号
確認

身元
確認

□ 済
□ 未済

確認
書類

個人番号カード／通知カード・運転免許証
その他（　　　　　　　　　　　　　　）

令和５年３月 31日（特定期間の
判定により課税事業者となる場
合は令和５年６月 30日）までに
この申請書を提出することができ
なかったことにつき困難な事情
がある場合は、その困難な事情

（電話番号　　　　－　　　　－　　　　）

※
税
務
署
処
理
欄

整理 
番号

部門
番号

登 録 番 号 Ｔ

申 請年 月日 　　年　　月　　日
通 信 日 付 印

税 理 士 署 名

確
認　　年　　月　　日

氏 名 又 は 名 称

     　３　この申請書を提出するときは、「適格請求書発行事業者の登録申請書（次葉）」を併せて提出してください。

     　２　税務署処理欄は、記載しないでください。

 注意　１　記載要領等に留意の上、記載してください。

※ 次葉「登録要件の確認」欄を記載してください。また、免税事業者に該当する場合には、次葉「免税
事業者の確認」欄も記載してください（詳しくは記載要領等をご確認ください。）。□□□□□□□□

□　課税事業者　　　　　　　□　免税事業者

この申請書を提出する時点において、該当する事業者の区分に応じ、□にレ印を付してください。□□

事 業 者 区 分

( 法 人 の 場 合 )
代 表 者 氏 名

 　　　　 税務署長殿

法 人 番 号

下記のとおり、適格請求書発行事業者としての登録を受けたいので、所得税法等の一部を改正する法律
（平成28年法律第15号）第５条の規定による改正後の消費税法第57条の２第２項の規定により申請します。

※ 当該申請書は、所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第15号）附則第44条第１項の規定に
より令和５年９月30日以前に提出するものです。□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

（ フ リ ガ ナ ）

（ フ リ ガ ナ ）

第１－(1)号様式

□□□□□□適格請求書発行事業者の登録申請書□□□□□□

【１／２】収受印

申

請

者

（ フ リ ガ ナ ）
令和　　年　　月　　日

（〒　　　－　　　　）

こ
の
申
請
書
は

�
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
提
出
す
る
場
合
に
使
用
し
ま
す

�

この申請書に記載した次の事項（ 印欄）は、適格請求書発行事業者登録簿に登載されるとともに、国税庁ホームページで
公表されます。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
１ 申請者の氏名又は名称 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
２ 法人（人格のない社団等を除く。）にあっては、本店又は主たる事務所の所在地 □□□□□□□□□□□□□□□□□□

なお、上記１及び２のほか、登録番号及び登録年月日が公表されます。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
また、常用漢字等を使用して公表しますので、申請書に記載した文字と公表される文字とが異なる場合があります。 □□□

※

国内事業者用

※（法人の場合のみ公表されます）

※

今なら9月末までのマイナンバーカード
取得申請とポイント申込みで、
最大20,000円相当が貰える！
マイナポイント第２弾

今なら手軽に！ケータイショップでカード申請！
回線契約がなくても、①手ぶらで②丁寧な案内
③最短10分で完了!
（マイナポイント20,000円の手続きも可能です。）（リーフレットQR） （カード申請QR）

　制度の開始に向けて、支払先へインボイスの登録意向（又は登録内容）の確認が必要にな
ります。支払先がインボイス発行事業者としての登録をせず、インボイスの交付を受けられな
い場合には、その分の仕入税額控除が十分に行えないことになり、税負担が増加してしまいます。
（詳しくは次号でご紹介）
支払先への制度周知や対応が難しい場合には、売上げに係る消費税額を基礎として仕入税額

控除を行い、支払先からのインボイスの保存が不要となる計算方法「簡易課税」の選択も検討
してください。
（当初より令和5年分が課税事業者である方の選択届出の期限は、令和4年12月31日です。）

　インボイス制度は大きな制度改正です。支払先など、お近くでインボイス対応・記帳・決算などで
お困りの個人事業者の方がおられましたら、是非、当会をご紹介ください。（ご紹介特典あり）

～ 消費税の計算方法が一般課税の方へ（簡易課税の選択をしていない方へ） ～

「売上先への周知」STEP３

■ 登録後、しばらくするとお手元に「登録通知書」が届きま
す。各事業者はインボイス対応を急ぎ進めている最中ですの
で、売上先へ「登録通知書の写し」を送付するなどし、登録が
完了したことを早めに知らせておきましょう。
（お店であればその旨を店内掲示で周知するのも有効です。）

※ 通知書は再発行されませんので、大切に保管しましょう。
※ 電子データでの通知を希望した方は書面での通知はされ
ません。
「メッセージボックス（国税）」から確認を行ってください。
（事務局で登録申請を行った方へは、お手元の確認が難し
い場合も多いことから書面での通知を推奨しております。）

■ インボイス発行事業者として登録された情報（個人事業者
の場合、氏名・登録番号など）は「国税庁適格請求書発行事業
者公表サイト」に公表されます。ご自身や、（一般課税の方は）
支払先の登録番号を入力して、状況を確認してみましょう。

※入力した登録番号が存在する場合のみ、氏名などが表示さ
　れます。

〈 登録通知書イメージ 〉

【国税庁適格請求書発行事業者公表サイト】▶

7

氏名 国税 太郎

令和 5年10月 1日

T3-1234-5678-9123

あなたから令和３年10月１日付で提出された適格請求書発行事業者の登録申請に基づき、

以下の通り登録しましたので、通知します。

以下余白

国税 太郎 殿

１００－００１３

東京都千代田区霞が関３－１－１

東局イ特 第 1 号

3 11 1

税務署 一郎

麹町 税務署長

財務事務官

< 登録通知データの表示イメージ >

登録番号

登録年月日

代表者
氏 名

氏 名

納税地 令和 3 年 11 月 1 日

適 格 請 求 書 発 行事業 者 の 登 録 通 知書

表示データは、PDF形式で保存することができます。

～ 登録通知データの表示 ～



（4） 令和４年９月１日みどり青申

＜一般社団法人みどり青色申告会担当＞

お問い合わせはこちらから！→
株式会社

（一社）みどり青色申告会の

葬儀費用の負担を軽減

24時間365日、お電話1本で全国のご葬儀を手配

一般的な葬儀に必要な品目やサービスを「基本セット」（首都圏平均50万円）
として26.4万円（税込）でご利用になれます。 ※2018年7月からご利用料金が変わりました。

事前のご相談も承ります。

この制度は、事前にお電話いただかないとご利用になれません。
0120-421-493

ヨ　　ニ　　イ　　ー　 シ　　ク　　ミ

制度運営  ㈱全国儀式サービス

新たな手続きは不
要！

正会員の特典

価値が続く理由②

予約制・無料個別相談会開催！
同封チラシをチェック！

美しさが長続きの光触媒タイル採用！

誕生！

賃貸住宅も「マンション」の時代

3階建て賃貸マンション

繰り返し襲う地震に耐え、建てる人も住む人も安心。

制震重鉄ハイブリット構造を採用

署長

佐近　太
サコン  フトシ

副署長（個人・資産課税担当）

齋藤　聡
サイトウ  サトシ

個人課税第１部門統括官

庵　一郎
イオリ  イチロウ

緑税務署
人事異動

令和４年
7月11日発令

廃業後の生活資金
をあらかじめ準備
しておく共済制度。

掛金は、全額が「小規
模企業共済等掛金控
除」として、課税対象
所得から控除。

共済金の受取は、一括
の場合は「退職所得扱
い」、分割の場合は「公
的年金等の雑所得扱
い」。

チャットなら24時間いつでも質問！

このような記帳などのご相談は９月15日（木）まで

詳細は、同封の別紙「決算書作成準備相談会の
ご案内」をご参照ください。
※記帳の仕方、点検、経費になるものの
　分別等については、
　９月15日（木）までにご相談下さい。

決算書決算書決算書決算書決算書決算書決算書
作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備作成準備
決算書
作成準備 相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開相談会開催催催催催催催催！！！相談会開催！
９月16日（金）～11月30日（水）

早めから実施しています！

今年こそ

経費？経費？

記帳？記帳？

節税？節税？

インボイスの登録？
節税？

インボイスの登録？

65万円
控除？
65万円
控除？

インボイスの登録？

スムーズな申告をしたい！
と思っている方 必見！

今の時期にしっかり相談しておきましょう。（確定申告期間の複数回の相談、期限間際の相談は有料です。）

https://midori-aoiro.revn.jp/予約TEL 050-3719-5607 予約サイト

メール登録や変更の手続きの方法

平日：午前９時～午後５時まで 予約枠は60日前より公開

メール登録をしている方で、パスワードを忘れてしまった方は再設定
（12月開始の確定申告ネット先行予約の前に再設定！）

午前：9時、10時、11時～　午後：1時、2時、3時～完全予約制（最大50分）
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ホームページ
YouTube公開中！
指圧コース 足ツボコース

ルックアップたまぷらマッサージ

045-507-9183

国家資格取得者の私、
店長が施術致します！

施術後は身体が軽くなったと
実感いただけてます！

たまプラーザ駅から約3分

定休日

10:00～22:00（22:00まで施術可能）
（月曜日のみ10:00～19:00）営業時間

毎週火曜日

予約優先

045-507-9183

国家資格取得者の私、
店長が施術致します！

施術後は身体が軽くなったと実感いただけてます！

たまプラーザ
駅から
約3分

たまプラーザ
駅から
約3分

毎週火曜日毎週火曜日

ルックアップ
たまぷらマッサージ

ホームページ

指圧コース

足ツボコース

（22:00まで施術可能）（22:00まで施術可能）
営業時間

定休日

10:00～22:0010:00～22:00

（月曜日のみ10:00～19:00）（月曜日のみ10:00～19:00）

（予約優先）

随時募集しておりますので
事務局までご連絡下さい（初回無料）

随時募集しておりますので
事務局までご連絡下さい（初回無料）

パターン A パターン B

ご家族やご友人など、３名様まで事務所にて随時受付中。
※資料代等　お一人様　1,100円（税込）

行政書士手塚ゆみ子事務所行政書士手塚ゆみ子事務所行政書士手塚ゆみ子事務所
センター南駅　徒歩４分

初めまして。行政書士の手塚由美子です。
新規事業に必要な許可や、遺言書の作成、相続手続き
のお手伝いなど、誰に、何を、聞いたらいいのかわからない
とき、是非お声かけください。

相続って何が大変なの？　なぜ遺言書が必要なの？

mail:yumiko.tezuka.2020@gmail.com
tel：045-941-0205

また、セミナーの開催などをご希望の方も、お気軽にお問合せください。

【個別勉強会のお知らせ】

随時募集しておりますので
事務局までご連絡下さい（初回無料）

パターン A

随時募集しておりますので事務局までご連絡下さい（初回無料）会員の お店 紹 介お店 紹 介

　青年部講師による、分かりやすい内容。
Wi-Fiにつなぐと、もっと便利になる。
今さら聞けないこと。青年部主催！！

熱
い
仲
間
募
集
中
！

好評につき、
第２弾を
開催予定。
乞うご期待！

   〈青年部員講師による、
               分かり易い内容〉

▲7/26（火）研修会の様子

今さら聞けない

聞いて
よかった！

スマホもっと使いこなそう
Wi-Fiに繋ぐともっと便利になる。

第１弾

部
員
募
集
中
！

　　　－活動紹介－
　　　　現在の部員は約20名です。

　　　　
　　　　　

                      ・  皆さんのところに届く「みどり青申」
は女性部が封入作業をしています。

                         ・  部員同士の交流の場として
    部会・食事会を催しています。
　　　　　　　女性限定！ですが…会員本人はもちろん、
　　　　　　　奥様や事業を手伝ってる家族も加入OK！！

一緒に活動して
みませんか！！

初心者向け
ハーバリウム教室
10月21日（金）

※詳細は同封のご案内
　をご覧下さい。

ハーバリウム教室ハーバリウム教室ハーバリウム教室ハーバリウム教室ハーバリウム教室ハーバリウム教室ハーバリウム教室ハーバリウム教室
101010月月212121日（金）日（金）

※詳細は同封のご案内
　をご覧下さい。

事務所
にて開催

　　　－活動紹介－　　　－活動紹介－
202020名です。名です。名です。名です。名です。

女性部
って知ってますか？

当会移転先の事務所を
探しています！

　現在の田奈駅の事務所が手狭となってきているため、
右記の条件で移転先を探しております。
　有力な情報がございましたら事務局
までご連絡ください。

場所： 横浜市青葉区（田園都市線沿い）
 条件により緑区、都筑区も可能

立地： 駅より徒歩７分以内（不動産募集要項上）

面積： 200㎡ ～ 300㎡（60.5 坪）～（90.75 坪）

7 月 25日に開催された理事会において、公募するこ
とと致しました。

皆様のご協力をお願い致します

7月25日に開催された理事会決議により、
公募することと致しました。
皆様のご協力をお願い致します。



（6） 令和４年９月１日みどり青申

専門家による無料個別相談会員
特典
税理士による税務相談 随時電話申込

会 場 青色申告会事務所

不動産に関する相談
会 場 青色申告会事務所

※新型コロナウイルス感染症・悪天候など、やむを得ない事情により、急遽中止や電話対応となる場合があります。ご理解くださいますようお願い申し上げます。

①自宅・事業所・賃貸物件の管理・
　売却、修繕・リフォーム、新築・
　建て替えなどの相談

②空室、建物改善、滞納等の賃貸経営
　の問題、相続、土地活用などの相談

相談時間：50分

相談時間：50分

協力：株式会社 市萬

青色家づくりサポート　協力：パナソニックホームズ

協力：東京地方税理士会緑支部

弁護士相談

※お申込み後、相談員からの連絡で日時と場所の
　調整をいただきます。
※相続税のご相談は「税理士による税務相談」を
　ご利用ください。

取引・代金トラブル、相続、交通事故、
不動産関係のご相談など、幅広く承ります。
                 相談時間：30分間（初回無料）

波戸岡弁護士
（当会顧問、青年部員）

※お申し込み、お問い合わせは
　事務局（TEL：050-3719-5607）まで。

日々の記帳以外の土地・建物等の譲渡、相続や贈与、
法人成、住宅借入金等特別控除（初年）等のご相談を
お受けしております。 社会保険労務士相談

ホームページ・SNS
活用電話相談

労働契約や労務関係、雇用関係の助成金
のご相談など、幅広く承ります。
             相談時間：30分間（初回無料）

     9:30～、10:30～、11:30～　※60日前受付開始
9月12日（月）、10月14日（金）、11月10日（木）

             14:00 ～、15:00 ～　※60日前受付開始
9月13日（火）、10月20日（木）、11月15日（火）

※お申込み後、相談員からの連絡で日時と場所の
　調整をいただきます。
※源泉所得税のご相談は「税理士による税務相談」
　をご利用ください。

※お申込み後、相談員から連絡致します。

ホームページの立ち上げやリニューアル、
SNSの選定や表現、改善についてアドバ
イスします。
                              相談時間：30分間

小林社労士
（当会顧問、青年部員）

永友一朗氏
（ホームページコンサルタント）

予約制（WEB予約可）

予約制（WEB予約可）

随時電話申込

随時電話申込

随時電話申込

今 後 の 予 定ご 報 告

編　集　後　記
　猛暑の中、久しく聞いていなかったひぐらしの声をき
いた。
　自宅周辺では３.11の震災後いなくなってしまったと寂し
く思っていたが、土の中で長い間命を繋いでくれ
ていたのかと思うと心が少し涼しくなった。
　９月、もう少しの間ひぐらしの声に癒されたい。
             広報委員会副委員長　山本　つたえ

◎令和4年度　第２回理事会
日　時：令和４年７月25日（月）午後６時50分～
場　所： スプラス青葉台（青葉台郵便局２階）　　

イベントスペース
出席者：理事20名、監事２名
議　題：
報告事項 １： 職務の執行状況報告
 ２： 規約特別委員会からの報告

３： ブロック・委員会・部会・支部から
  の報告
審議事項 １： 役員改選の予定
 ２： 会長選考特別委員会の設置について
 ３： 事務所移転先の条件等の検討結果に
  ついて
 ４： 委員候補の承認について
そ の 他 
審議事項は採決により全て承認されました。

9月 9日（金）  スマイルクッキング（JA横浜都筑中川支店）
 10日（土） 土曜日相談会
 15日（木） インボイス制度説明会（JA横浜田奈支店）
 22日（木）  職員研修の為、午後事務所閉所
10月 6日（木）  会員親睦日帰りバス研修旅行

8日（土） 土曜日相談会
 13日（木） 職員研修の為、午後事務所閉所
 20日（木）  インボイス制度説明会（中山地区センター）
 21日（金）  女性部ハーバリウム教室
11月 3日（木）中山まつり、青葉区民まつり、

 都筑区民まつり 出店
 　 ７日（月） 健康診断（都筑公会堂）
 12日（土）  土曜日相談会
 14日（月）  健康診断（ハウスクエア横浜）
 16日（水）  健康診断（都筑公会堂）
 25日（金）  インボイス制度説明会（ハウスクエア横浜）

当会のカレンダーは、11月15日（火）以降、
事務所にてお受け取りいただけます。
（ご希望の方は平日9時～17時にご来所下さい。）

令和５年当会のカレンダーのお渡しについて

　　６月16日付採用　門田　綾奈
会員の皆様のお役に立てるよう頑張ります。
　　　　　どうぞよろしくお願い致します。

新入職員の紹介 カ
ナ
カ
ナ
カ
ナ
ー




